
認 定 書

国住 参 建 第 2696号
令和 6年 1月 11日

旭化成建材株式会社

代表取締役社長 山越 保正 様

国土交通大臣  斉藤

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 25第 1項 (同法第 88条第 1項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第人号及び同法施行令第 108条第
二号 (外壁 (非耐力壁):30分問)の規定に適合するものであることを認める。

記

1.認定番号

PC030NE-0121-5

2.認定をした構造方法等の名称

鋼板・フェノールフォーム板・せっこうボー ド表張/軽量鉄骨下地外壁

3.認定をした構造方法等の内容

別添の通 り

(注意)こ の認定書は、大切に保存しておいてください。

姦
慕

社



(別 添 )

1.構造名

鋼板・フェノールフォーム板 。せっこうボー ド表張/軽量鉄骨下地外壁

2.寸法および形状等

3.材料構成
1)主構成材料

(寸法 Hlm)

項   目 仕  様

壁  高 構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする

壁  厚 144.5以上

項   目 仕  様

□胴縁 一般構造用軽量形鋼

[1]一般部
,規    格  」IS G 3350
・寸  法 E-100× 50× 20× 2.3の断面寸法以上
・間  隔 910以下

[2]下地材 目地部
・規  格 」IS G 3350
・寸  法 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)[]-100× 50× 20× 2.3の断面寸法以上を 2本使用

(2)□ 100X100× 2.3の 断面寸法以上
。間  隔 910以下
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(寸法単位 :llm)

項   目 仕  様

□ 外装材 (1)～ (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)

・厚  さ 0,4以上 (ただし、形状 12)、 14)、 16)、 18)、 20)、 22)、 23)は 0.5

幅

さ

状

き

高

働

山

形

以上、形状 13)は 0,6以上とする)

105以上 (留付間隔 375以下)

12以上

1)～23)の うち、いずれか一仕様とする

(金属板断面積 :6.lcm2/m以上)

(各辺部にリブ入 りも可とする)

1)
働 き 幅  H6以 上

1  ~

榊 下

2)
働 き 幅  105以 上

井
引

へ

脳

「
ヨ

3)
9 上 下

引

ヽ
留

4)
倒ェ芸 中品 lo5以 上

鮮

コき
5)

下

コ
引

ム

留

0

可
襴
到

7) 働 き la H 6以 上 (山 数 は 任 意 ))

|

下

＼     /
華 ]き

8) 働 き 幅 116以 上  _

|

凋
15以 上 20以 下
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項   目 仕  様

□外装材(つづき)

9) 働 き 幅 116以 上 (山 数 は 任 意 )

引

≦

宝

「
―
ヨ

10) 働 き幅 ■6以 上 (山 数 は任 意 )

I

60以 下  40以 上  60以 下

I     I      ~   |     |

引

番

召

「
―
ヨ

一
1 1
9以 上

11) 働 き幅と±6以 上 1也数 は任意 )

｀
 ヽヨき

12) 働 き幅 H6以 上 (山 数 は任 意 )

|

/ン
L「

ヽヨき
13) 働 き 幅 ■ 6以 上 (山 数 は 任 意 )

25以 ヒ  50以 下  _
|

]き

14)

き幅116以 上 (山
引
へ
留
コ

L」 20以下

15)

要蚕選二
16)

き

当

）会
吟
軒

105 L
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(寸法 ■lln)

項  目 仕  様

□外装材(つづき) 17)

働き幅105以上 (山 数は任意)

9:と」J

]さ

18)

勧 き幅 105以 上 (山 数 は任 意 )

|

ド4上
コき

19)

働き幅 105以 上 (山数は任意)

悴条上

ヨき

20)

ｒ

ユ
４

碁
第

一‐‐‐　一Ｂ

21)

に ‐
一 ― 一 一

攀 愛 磁 盤 ェ _十
一 ― 一 ―l          i

【
蚕
！
奪

一

‐

‐

ｉ

ｔ

，

，

‥

ま

‥

一

22)

慟 き幅 105以 _上

■
答
電

ヨ

23)

串腱■6以 上

嶺
本
魂

一‐
！

室

口
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(寸法単位 :llm)

項  目 仕  様

□外装材(つづき) 材 質 1)～ 19)の うち、いずれか一仕様とする
1)塗装溶融 55%アル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM-8697)
・規  格 」IS G 3322
・塗  装 イ)～チ)の うち、いずれか一仕様 とする

イ)ポ リエステル系樹脂
口)ア クリル系樹脂
ハ)シ リコン系樹脂
二)ア ミノ・アルキ ド系樹】旨
ホ)塩化ビニル系樹脂
へ)フ ッ素系樹月旨

卜)エポキシ系樹脂

チ)タ レタン系樹脂
・塗 布 量 65g/m2(有 機質量)以下

2)塗装溶融亜鉛めっき鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM 8697)
・規  格 」IS G 3312
・塗 装  1)と 同じ
・塗布量  1)と 同じ

3)溶融 55%アル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
・規  格 」IS G 3321

4)溶融亜鉛めつき鋼板
・規    名子  」IS G 3302

5)塩化ビニル樹脂フィルム張/金属板

(国土交通省大臣認定番号 :NM-8674～ 8696)

(金属板は鋼板に限る)

・規  格 」IS K 6744

・表 面 材 塩化ビニルフィルム

・膜 厚 さ 0,1以下
6)高 耐候性圧廷鋼材

・規  格 」IS G 3125
・塗  装 イ)、 口)の うち、いずれか一仕様 とする

イ)エポキシ系樹月旨
口)ウ レタン系樹脂

・塗 布 量 65g/m2(有 機質量)以下
7)両面ポリエステル樹脂系塗装/溶融アル ミニウムめっき鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :剛 1863)

・盗  装 ポリエステル系樹脂
・塗 布 量 10.25g/m2(有 機質量)以下

8)フ ェライ ト系ステンレス鋼板
・規    格  」IS G 4304、  JIS G 4305

9)塗装ステンレス鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM 8316～ 8326)

(オーステナイ ト系ステンレス鋼板を除く)

・規    格  」IS G 3320、  JIS G 4305
・塗  装 1)と 同じ
・途 布 量 1)と 同じ

10)金属板・合成樹脂塗装鋼板

(国土交通省大臣認定番号 :NM-3238)

(めっき鋼板、フェライ ト系又はマルテンサイ ト系ステンレス

鋼板に限る)

・塗 布 量 1)と 同じ
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(寸法単位 :nlm)

項   目 仕  様

□外装材(つづき) 11)塗装溶融亜鉛-5%アル ミニウム合金めっき鋼板
・規  格 」IS G 3318
・塗  装 1)と 同じ
・塗 布 量 1)と 同じ

12)溶融亜鉛-5%ア ルミニウム合金めっき鋼板
・規  格 」IS G 3317

13)溶融亜鉛一アル ミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板
・規  格 」IS G 3323

14)電気亜鉛めっき鋼板
・規  格 」IS G 3313

15)耐熱鋼板
・規  格 」IS G 4312

16)チ タン展伸材
・規  格 」IS H 4600

17)両面ポリエステル樹脂系塗装/アル ミニウムめっき鋼板
(国土交通省大臣認定番号 :NM 9584)
・塗  装 表面 下塗 リ エポキシ系樹脂

上塗 リ ポリエステル系樹脂

裏面 下塗 リ エポキシ系樹脂
上塗 リ ポリエステル系樹脂

・塗 布 量 1)と 同じ
18)フ ッ素樹脂系塗装/裏面ポジエステル樹脂系塗装/アル ミニウ

ムめっき鋼板
(国土交通省大臣認定番号 :NM-9662)
・塗  装 表面 下塗 リ エポキシ系樹脂

上塗 リ フッ素系樹脂
裏面 下塗 リ エポキシ系樹脂

上塗 リ ポリエステル系樹脂
・塗 布 量 1)と 同じ

19)塗装/亜鉛めっき鋼板
(国土交通省大臣認定番号 :NM-8697)
・塗  装  1)と 同じ
・塗 布 量  1)と 同じ
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(寸法単位 :nlm)

項   目 仕  様

□外効 (つづき) (2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

・厚  さ 0.4以上

・働 き 幅 105以上 (ただし、形状 5)は 800以上とする)

(留付間隔 375以下)

・山 高 さ 12以上

・形  状 1)～ 12)の うち、いずれか一仕様とする

(金属板断面積 :4.3cm2/mttD

(各辺部にリブ入 りも可とする)

1) 45以 上

|  |
引

蓉

留
|

□ 57以 下

働 き幅 I05以 上 (山 教は任意 )

2)

引

ヽ

留 匡

働き幅 105以 上 (山 数は任意 )

引

へ

留

叫日
80以 下

| |
匡

1    300以 下     |

働 き幅 105以 上 (山 数は任意 )

4)

一一
メ
〔

，
一

牢(),X if

l l
E

5)

1333以 上

国
引
へ

留
I

働き幅 800以 上

6)

匡

引

蓉

剥

辞
下

1 45以上  |

働き幅105以 上 (山 数は任意 )
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(寸法単位 :“lm)

項  目 仕  様

□ 外装材(つづき) 7)

匡

引

本
聟

45以 上

|    |

LJ 5夕以下

105

8)

″お″_1 1=

I  I
匡

↓

秀

鷲 L」 ::o,:kト

働 き幅 10S以 _L(歯 数 ti任 意 )

9)

匡
↓
番
譴

:8以上

国

日とB,T

働き幅105以上 (山致 ,ま 任意)

10)

引
養
科

lttlJき 幅105以 _と

11)

1答
1=

l呼津極10ユス=l: _________― ―――――

12)

1煮

1鋸

働き幅 105以 上

材  質 (1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)と 同じ

日
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(寸法単位 :alm)

項   目 仕  様

断熱材 (1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする
(1)フ ェノールフォーム保温板
・規格

1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする
1)」 IS A 95H フェノールフォーム保温板 (A種、1種 2号 )

2)」IS A 9521 フェノールフォーム断熱材
・形状 平板
・厚さ 20■ 1～66■ 6

・密度 27± 3kg/m3以上 (芯材 )

・組成 (質量%)

1)～3)の うち、いずれか一仕様とする
1)フェノリレ系樹脂 (レ ヅ

S―
,レ系樹脂)      100

発泡剤 (炭化水素系)       5± 2(外割)

2)フ ェノJレ系樹脂 (レズー
lレ系樹脂)      100

発泡剤 (炭化水素系とHFOの混合) 12±2(外割)※
※炭化水素は 5±2以下

3)フ ェノ司レ系樹脂 (レガ可レ系樹脂)      100
発泡剤 (炭化水素系とHFOの混合)  10± 2(外割)※

※炭化水素は 5■2以下
,表 面 材 (両面)

1)～5)の うち、いずれか一仕様とする

1)ポ リエステル系不織布
・使用量 片面あたり20～ 60g/m2

2)ポ リプロピレン系不繊布
。使用量 片面あたり20～ 60g/m2

3)ポ リエチレンカ日工紙
,規 格 」IS Z 1514
・使用量 片面あたり20～ 60g/m2

4)は り合せアル ミニウムはく
。規 格 」IS Z 1520

5)無機系の加工紙 (けい酸マグネシウム紙、ガラス繊維紙、
アルミニウムはく 。ガラス繊維複合紙)

・酸素指数 28以上 (芯材)

(2)フ ェノールフォーム充てん/両面ポリエステル不織布裏張・エポキシ系樹脂

盗装アル ミニウムはく(国土交通省大臣認定番号 :NM 0315)
・形  状  平板
・厚  さ  20■ 1～ 66± 6

・表 面 材 (両面)

・材質 ポリエステル不織布裏張・エポキシ系樹脂塗装アル ミニウムはく
。厚さ 0,25.005～ 0・ 42±α。5

・接 着 剤  1)～5)の うち、いずれか一仕様 とする

1)エポキシ系樹脂  質量 80～ 100g/m2

2)酢酸ビニル系樹脂 質量 60～ 80g/m2

3)ゴム系      質量 60～ 80g/m2

4)ア クリル系樹脂  質量 30～ 50g/m2

5)エ チレン系樹月旨  質量 20～ 40g/m2

・芯  材  フェノールフォーム (フ ェノール樹月旨100%発泡体)

・ かさ比重  0,027.0003
・組  成 (質量%)

フェノール系樹脂 (レガール系樹脂) 100
発泡剤 (炭化水素系)    5.2(外 割 )
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(寸法 ■lm)

項   目 仕  様

団断熱材
(つづき)

(3)フ ェノールフォーム保温板充てん/両面エホ
°
キン系樹脂塗装アルミニウム合金はく

(国土交通省大臣認定番号 :NM 3815)

・形  状 平板
・厚  さ 20.1～ 66± 6

・表面材 (両面)

・材質 エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく
。厚さ 0.030.0003～ 0・ 20± 002

・表面塗装 エポキシ系樹脂

・アル ミニウム合金はく(」 IS H 4160)

厚さ 0,030■ 0003~0・ 20■ 0,02

・接着剤
エチレンー酢酸ビニァレ系樹脂

質量 30± &Og/ポ以下

・芯材

フェノールフォーム保温板 (」 IS A 9511)

・厚さ 19,7士α7～66.0± 6.0

・表層 (両面)1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ホ
°

,エステル系不織布

質量 30± &Og/ポ

2)な し
。かさ比重 0.029±α003

・酸素指数 28以上

・組成 (質量%)

フェノリレ系樹脂 (レがJレ系樹脂)100
発泡剤 (炭化水素系)   5± 2(外割)

下地材 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)せっこうボー ド (GB―R)

(2)強化せつこうボー ド (GB一F)

・規  格 」IS A 6901
・厚  さ 12.5以上
・端都形状 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス クエア

2)ベベル

3)テーパ
博
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2)副構成材料
寸 法

項   目 仕  様

①防水紙 (1)～ (4)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ア スファル トフェル ト
・規  格 」IS A 6005
,単位重量面積の呼び 430以下

(2)透湿防水シー ト
・規  格 」IS A 6111
・単位重量面積の呼び 100以下
・材  質 1)～ 3)の うち、いずれか一仕様 とする

1)ポ リエチレン

2)ポ リエステル

3)ポ リプロピレン

(3)防湿気密フィルム

・種  類 1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

1)住宅用プラスチック系防湿フィルム

・規 格 」IS A 6930

・厚 さ 0,2以下

・質 量 200g/♂以下

2)ポ リエチレン系フィルム

・厚 さ 0.2.α 02以下

・質 量 200g/だ 以下

(4)な し

②目地部材 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする(縦 目地部のみ)

(1)あ り
・形  状 T型

1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする

[
i  30～ 40  11   30～ 40  1

・
材

・厚

(2)な し

質 鋼板
さ 0,27～0,35

1)

9～ 12

2)

9～ 12

③接着剤
(下地材、
断熱材複合用)

(1)～ (4)の うち、いずれか一仕様とする

(1)酢酸ビニル系樹脂
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

(2)ク レタン系樹脂
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

(3)エポキシ系樹脂
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

(4)ア クリル系両面テープ
・基  材 ポリエチレン
・粘 着 剤 アクリル系樹月旨
・厚  さ 0.2以下
・使 用 量 粘着剤 150g/m2(有機質量)以下
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■ll■)

項   目 仕  様

④留付材 1]

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ド リルねじ
・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする
1)炭素鋼
2)ス テンレス鋼

・寸  法 φ5以上×L40以上
・間  隔 (高 さ方向)910以 下、 (幅方向)910以 下

(2)タ ンピンねじ
・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様 とする
1)炭素鋼
2)ステンレス鋼

・寸  法 φ5以上×L40以上
・間  隔 (高 さ方向)910以 下、 (幅方向)910以 下

[2]下地材固定用

(1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ド リルねじ
・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする
1)炭素鋼
2)ステンレス鋼

・寸  法 φ3.5以 上×L20以上
・間  隔 (高 さ方向)910以 下、 (幅方向)455以 下

(2)タ ッピンねじ
・材  質

1)、 2)の うち、いずれか一仕様とする
1)炭素鋼
2)ステンレス鋼

・寸  法 φ3.5以上×L20以上
・間  隔 (高 さ方向)910以 下、 (幅方向)455以 下

[3]防水紙固定用

(1)～ (5)の うち、いずれか一仕様 とする

(1)ア クリル系両面テープ
・基  材 ポリエチレン
・幅    100(2本 使用)

・厚  さ 0.2以下
・粘 着 剤 アクリル系樹脂
・使 用 量 粘着剤 230g/m2(有機質量)以下

(2)合成ゴム系接着剤
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

(3)ウ レタン系接着剤
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

(4)変成シリコン系接着剤
・塗 布 量 165g/m2(有機質量)以下

5 な し

曽
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4.構造説明図
1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)

外 装材

断熱材

下地材

外 装材 固定用
留付材

防水紙

(あ り又 はな し )

防水 紙
断熱材

(あ り又 はな し)
下地材

外装材 固 定 用留付 材

B部 詳 細 図

B都

下地材

材

紙
又は な

材

鉛 直 断 面 図

防水紙
(あ り又はな し)

(寸法単位 :Hlm)

*鉄 骨柱

*基 礎

防水紙固定用留付材
(あ り又はな し) 着 剤

(あ り又 はな し)

縁

下地材 固定用
留 付材

目地部材
(あ り又 はな し )

卜

さ
皇

０

防水紙固定用
(あ り又はな

A部 詳 細 図

留付材
し)

ト

ベ

ヨ

ω

卜

さ

Ｒ

ｏ

胴 縁

着 剤

(あ り又はな し)

縁
引

本
０
ヨ
　
「

材卜

へ

宝

い

外装材
固定用留付材

*鉄 骨 柱

胴 縁

断熱 材

水 平 断 面 図

注)寸法および材料構成は 2お よび 3の とお り

*:本評価内容に含まない

下地材

/

ヽ
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2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

断熱材

外装材 下地材

外装材 固定用
留 付材

防水紙
(あ り又 はな し)

防水紙 固定用留付材
(あ り又 はな し) 着 剤

縁

接 着剤
(あ り又 はな し)

外装材

下地材 固定用留付材

紙

又 はな

縁

熱 材

下地材

鉛 直 断 面 図

防水紙

(寸法単位 :“lm)

*鉄 骨柱

A部 詳 細 図

防水紙 固定用留付材
あ り はな し

熱 材

胴 縁

定 用

あ り又 はな し)

目地部材
(あ り又 はな し)

ト
答
皇

胴 縁

断熱材

卜

さ

ヨ

６

卜

さ

ｏ

ト

ベ

宮

０

外装材

．

引

ヽ

〓

【
引

バ

ィ

ｒ

．引
．蚕
ど

ど

礎

*鉄骨柱

防水紙 外装材 固定用留付材
(あ り又はな し)

B部 詳細 図

下地材

水 平 断 面 図

注)寸法および材料構成は 2お よび 3の とおり
*:本評価内容に含まない
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(あ り又 はな し )
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5.施工方法等
1)金属板 (留付けビスが露出しないもの)

<施工図>

目地 部 材
(あ り又 は な し )

外 装 材 固 定 用留 付 材

下 地 材 固 定 用留 付 材

防水 紙 固 定 用 留 付材

(あ り又 は な し )

防 水 紙
(あ り又 は な し )

胴 縁

接 着 剤
(あ り又 は な し )

下 地 材

断 熱 材

達 λヽ働老幅ゝ

(留付間隔

(寸法単位 :■lm)

外 装 材

,(

65メ '

375以下)

注)寸法および材料構成は 2および 3の とお り

<施工手順>
①下地組
・柱に胴縁を取付ける。このときの相互間隔は910以下とする。

②下地材の取付け
・下地材 (ま たは下地材と断熱材の複合板)は、φ3.5以上×L20以上の下地材固定用

留付材を用いて月同縁材に留付ける。留付間隔は、高さ方向910以下、幅方向 455以下とする。
③断熱材の取付け

。断熱材は、その相互に隙間が生じないよう下地材に固定する。
④防水紙の取付け
・防水紙を施工する場合は、テープまたは接着剤を用いて断熱材に固定する。

⑤外装材の取付け
・外装材は、φ5以上×長さ40以上の外装材固定用留付材を用いて胴縁に留付ける。
・外装材固定用留付材の留付けは、高さ方向は間隔 910以下とし、幅方向は外装材の働き幅毎

とする。
※注意事項

本構造に使用される各留付け材は、構造説明図に記載される所定の留付け先に十分なかかり代
が確保されるよう、留付けている材料の寸法に応じた適切な長さで使用する。
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2)金属板 (留付けビスが露出するもの)

<施工図>

目地
(あ り又 は

防水 紙 固 定 用 留 付 材

(あ り又 は な し )

ド地 材 固 定 用
留 付 材

防 水 紙
(あ り又 は な し

胴 縁

剤

な

者

は

接

又あ し

(寸法単位 :Hlm)

装 材

装 材 固 定 用

留 付 材

材
し

部
な 断 熱 材

下 地 材

1く)も
メ ,

1方
彿老 M

外
遊

(留付間隔 375以下)

注)寸法および材料構成は 2および 3の とお り

<施工手I贋 >

①下地組
・柱に胴縁を取付ける。このときの相互間隔は910以下とする。

②下地材の取付け
・下地材 (ま たは下地材と断熱材の複合板)は、φ3.5以上×L20以上の下地材固定用

留付材を用いて胴縁材に留付ける。留付間隔は、高さ方向910以下、幅方向 455以下とする。

③断熱材の取付け
。断熱材は、その相互に隙間が生じないよう下地材に固定する。

④防水紙の取付け
・防水紙を施工する場合は、テープまたは接着剤を用いて断熱材に固定する。

⑤外装材の取付け
・外装材は、φ5以上X L40以 上の外装材固定用留付材を用いて胴縁に留付ける。
・外装材固定用留付材の留付けは、高さ方向は間隔910以 下とし、幅方向は外装材の働き幅

あたり3本以上とする。
※注意事項

本構造に使用される各留付け材は、構造説明図に記載される所定の留付け先に十分なかかり代
が確保されるよう、留付けている材料の寸法に応じた適切な長さで使用する。
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